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河北新報社　東京支社営業部

いぐする ! 宮城サポーターズ

◉企画の概要と選定理由
新たな国民の祝日「山の日」を記念し、ＶＲ（バーチャル・リアリティー）を
使って富士山や南アルプスの山頂からの眺めを３６０度のパノラマ画像で楽
しんでもらう企画を実施した。地元出身の著名人のインタビューなどを盛り込
みながら、「見る・語る・触れる」をキーワードにデザインを工夫した紙面は、
豊かな自然に恵まれた山々の魅力を読者に訴求した。タイムリーな話題を生
かして地元の魅力をあらためて掘り起こし、最新テクノロジーを活用して展開
した企画として高く評価された。

◉企画の概要と選定理由
「宮城をもっと良くする」ことを目的とした社会性の高いプロジェクトとして、
地域の課題と企業、市民をつなげて解決を図りながら、地域を支援する企
業プロモーションを実現させる仕組みを構築した。支援実行のための市民か
らの賛同数を可視化することにより、企業に対して社会貢献や被災地支援
にとどまらない効果を明確に示すことができ、４事例で１万５千以上という協
賛企業のファン獲得につながった。新聞社の社会的な役割をうまく活用し、
地域活性化の手本となる企画として高く評価された。

◉広告主 ������������ 三菱重工印刷紙工機械など協賛６社
◉掲載状況 ���������２０１６年８月１１日、別刷り特集（８ページ）、カラー
◉広告活動 ��������� テレビ、ラジオ、ＶＲ専用スコープの制作・販売
◉企画 ��������������� 山梨日日新聞社広告局
◉制作 ��������������� デジタルデビジョン
◉扱い ��������������� 電通

◉広告主 ������������ サントリーホールディングス、ＡＫＢ４８Team８、
ＫＡＤＯＫＡＷＡ、明治

◉掲載状況 ���������２０１６年５月１８日＝別刷り特集（１２ページ）、１７年
４月１５日まで全１５段５回、全５段、半５段を複数回、
いずれもカラー

◉広告活動 ��������� インターネット
◉企画 ��������������� 電通、河北新報社東京支社
◉制作 ��������������� アマナ、南北社
◉扱い ��������������� 電通

山梨日日新聞社

8.11　祝　山
やまのひ

日新聞

特設ウェブサイト
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◉企画の概要と選定理由
地域の文化や風土、独自性を大切にしたいとの思いから、佐渡にスポットを
当て、鉱山遺跡や伝統芸能、独特の自然景観など多様な姿をダイナミック
な紙面で伝えた。紙面と連動させ、写真撮影ツアーをはじめ佐渡の魅力に
触れるイベントなどを展開した。新潟県民にとって身近なようでまだ知らない
ことが多い佐渡の魅力を掘り起こすなど、地域を応援し続ける地方紙の姿
勢を示す企画として高く評価された。

◉企画の概要と選定理由
創刊７０周年事業として、奈良の魅力を一般公募で発掘し、７０点の「奈
良遺産」を選定するプロジェクトを実施した。有名な歴史遺産だけでなく、
あまり知られていないユニークな魅力が豊富にあることを読者と共有し、郷
土愛を盛り上げた。企画紙面をガイドマップ化して県内外の観光施設に配
布したほか、選定遺産への経路を案内するスマートフォン向けアプリを制作
し、観光客の誘致を促進した。新聞の保存性、一覧性とデジタルツールをう
まく融合させ、地元の発展と活性化に貢献した企画として高く評価された。

◉広告主 ������������ 東北電力、ＪＲ東日本、ＪＲ西日本、佐渡汽船など
25社

◉掲載状況 ���������２０１６年５月１５日から９月４日まで７回／二連版全３０
段、ペラ表裏全３０段、全１５段、カラー

◉広告活動 ��������� インターネット、イベント（佐渡 1 泊 2 日ツアー、パ
ネル展など）

◉企画 ��������������� 新潟日報社広告局
◉制作 ��������������� ストライク

◉広告主 ������������ アクサ生命、アサヒビール、大塚製薬、キリンビー
ル、コーセー、サントリー、大東建託、日本たばこ
産業、プリンセス・クルーズ、ライオンなど２０社

◉掲載状況 ���������２０１６年１０月２６日、別刷り特集（１２ページ）、カ
ラー

◉広告活動 ��������� アプリ制作、認定団体に「認定ステッカー」を送付、
ガイドマップ化して観光施設に配布

◉企画 ��������������� 奈良新聞社東京支社
◉制作・扱い ������� 電通

新潟日報社　広告局

Ｈｅｌｌｏ！ＥＳＳＡ「再発見ＳＡＤＯ」
奈良新聞社　東京支社

奈良遺産７０�魅力再発見プロジェクト ～ええとこあるやん、奈良。～
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本日４月１日はエイプリルフールです。

◉企画の概要と選定理由
４月１日付紙面で、地元企業が「夢のあるウソ」をつく広告をマルチ展開し
た。事実を報道する新聞の印象を逆手にとり、実在したら面白そうなアイデ
アから作り上げたユーモアあふれる広告は、読者に驚きや楽しさを与えるだ
けでなく、若者の間で大きな話題となった。地元企業と長年にわたり積み重
ねてきた信頼関係によって実現したユニークな企画は、新聞のイメージを変
える企画として高く評価された。

◉広告主 ������������ 城山観光ホテル、鹿児島銀行、鹿児島相互信用金庫、
スポーツリンク アンド シェア、西日本シロアリ、川商
ハウス、南九州スバル、KBCC 鹿児島情報ビジネス
公務員専門学校、昴、ＭＢＣ開発

◉掲載状況 ���������２０１７年４月１日、本紙内マルチ広告（１６点）
◉企画 ��������������� 南日本新聞社営業局、ＭＢＣ開発広告事業本部
◉制作・扱い ������� ＭＢＣ開発広告事業本部

応募状況・選考経過

「新聞広告賞」に関する規定

応募・推薦状況

選考経過

　2016年6月1日から17年５月31日までに、新聞協会会員新聞に
掲載された広告活動を対象に、広告主企業、広告会社、新聞社に
応募・推薦を呼び掛けた結果、広告主部門に299品（単独広告主
297作品、複数広告主２作品）、新聞社企画部門に66作品（単独
企画62作品、共同企画4作品）の応募・推薦があった。

　新聞協会会長の任命する委員をもって新聞広告賞選考委員会
（＝広告委員会）が組織され、下記のとおり応募・推薦作品の審
査・選考を行った。
１．予備選考会
　選考委員会は、広告委員会の下部組織である広告プロモーショ
ン部会に予備選考を委嘱した。予備選考会は、広告主部門、新聞
社企画部門の両部門に応募・推薦のあった全広告活動を対象に審
査した。
（１）第１次予備選考会＝6月16、19、20、21日
　広告主部門の全作品の中から、各委員がそれぞれ20作品を推薦
した。また、新聞社企画部門は同部門の審査基準に従い、自社作
品を除く全作品を採点した。
（２）第２次予備選考会＝６月28、29日
　選考に先立って座長に高橋道裕・広告プロモーション部会部会
長（北海道）を互選、審査・選考にあたっては、新聞広告賞制定
の趣旨から、企画性、広告活動の成果など新聞広告活動の全過程
を対象に評価することを確認した。
　28日は新聞社企画部門を選考し、第1次予備選考会の採点結果

第1条（目的と名称）
日本新聞協会は、新しい新聞広告の可能性を開拓した広告活動を顕彰し、
新聞と広告との発展に資することを目的に「新聞広告賞」を設け、毎年新
聞週間に際し贈賞する。

第2条（表彰の事由・贈賞の対象）
（1）新聞広告の新しい利用法や表現領域の開拓に成功した活動、新聞広告に

より広告目的に即して大きな成果をあげた活動、その他新聞媒体と新聞
広告の特性・機能を活用あるいは開発し前条の目的に照らして貢献すると
ころが大きいと認められる活動を表彰する。

（2）本賞は、協会会員紙に掲載され、前項に該当すると認められた広告作品
に贈られる。 

第3条（賞の構成）
（1）本賞は広告主部門と新聞社企画部門の二つの部門によって構成する。
（2）広告主部門の本賞受賞作品から新聞広告大賞１作品を選定する。
（３）選考委員会は、前項両部門について、本賞とは別に、広告主部門におい

ては優秀賞を、新聞社企画部門においては奨励賞を贈ることができる。

第4条（受賞対象）
本賞の受賞対象は、広告主部門については当該活動の企画立案にあたっ
た広告主企業とし、新聞社企画部門については協会会員新聞社の当該活
動企画部門とする。

第5条（表彰）
（1）広告主部門の入選作は６作品とし、新聞広告大賞１作品、新聞広告賞（広

告主部門）５作品にそれぞれ賞状ならびに副賞を贈る。
（2）新聞社企画部門の入選作は5作品とし、新聞広告賞（新聞社企画部門）と

して、賞状を贈る
（3）優秀賞に対しては賞状と副賞を贈る。
（4）奨励賞に対しては賞状を贈る。

をもとに議論を尽くし、16作品を選考分科会に上申することを決
めた。
　29日は広告主部門を選考した。第1次予備選考会の投票結果を
踏まえて、90作品を第2次選考会の審査対象とし、審議・投票を
重ねた結果、30作品を選考分科会に上申することを決めた。
２．選考分科会＝7月27日
　広告委員会常任委員とアートディレクターの中島祥文氏、コ
ピーライター、クリエーティブディレクターの一倉宏氏が予備選
考会から上申された候補作品を審査・選考した。小野博宣・広告
委員会副委員長（毎日東京）が座長を務めた。
　新聞社企画部門については、予備選考会から上申された16作
品を採点して、5作品を新聞広告賞、5作品を奨励賞の受賞候補と
した。なお、自社作品には投票権を認めなかった。広告主部門に
ついては、31作品を対象に連記式の投票により入賞16作品を選び、
その中から1作品を新聞広告大賞、5作品を新聞広告賞、10作品を
優秀賞の受賞候補に決定した。以上、計26作品を新聞広告賞選
考委員会に上申することにした。
３．選考委員会＝7月28日
　７月度広告委員会が最終の選考委員会となり、小野・選考分科
会座長が選考経過について報告した。広告委員会は選考分科会か
らの上申を最終選考結果とし、9月度理事会の承認を得ることとし
た。
４．新聞協会理事会＝9月6日
　新聞協会理事会は、新聞広告賞選考委員会からの選考結果と選
考経過に関する報告を承認した。

第6条（応募・推薦）
（1）本賞は、原則として、本賞の目的に合致した作品の企画・制作、掲載をした

関係者の応募により選考を行う。ただし、広告関係の第三者による推薦を
妨げない。

（2）応募・推薦の手続きは別に定める。

第7条（選考）
本賞の選考はつぎの方法による。

（1）会長の任命する委員をもって新聞広告賞選考委員会を組織し、広告賞贈
賞に関する事項を審議決定する。

（2）選考委員会は、応募・推薦された候補について審議し受賞者を決定、その
旨を理事会に上申し承認を得る。

（3）選考委員会は、必要に応じ外部の関係者から意見を求めることができる。
（4）両部門の特性を考慮し、選考委員会の運営細則を別に定める。
（5）選考結果は、「新聞協会報」および「新聞広告報」誌上と当協会ウェブサイ

トで発表する。

第8条（選考の対象期間）
（1）本賞選考の対象となる作品は、前年6月1日から本年5月末日までの1年

間協会会員各紙に掲載されたものとする。
（2）上記期間を越える長期の活動については顕彰に値すると選考委員会が

判断した場合は、始期は問わずこれを対象に含める。

第9条（提出資料および締め切り期日）
応募者ならびに推薦者は、当該作品に所定の関係資料をそえて毎年6月
初旬までに選考委員会に提出するものとする。

第10条（その他）
本賞の選考および運用の細目については、選考委員会の決定により別に
実施細目を設けることができる。

2013年2月15日改定

38 39


